
女性活躍推進法に基づく情報公表 
 

■ 基準日 

令和８年 4 月 1 日現在の職員数に基づき算出 

 

１．労働者に占める女性労働者の割合 

男性割合：６８％ 女性割合：３２％ 

 

２．管理職に占める女性労働者の割合 

男性管理職割合：８９％ 女性管理職割合 １１％ 

 

■ 注記 

• 労働者には正職員、契約職員、パート等を含む。 

• 役員（理事長、理事、監事）は含まない。 

• 学長、副学長は教員としてカウントし、管理職にも含める。 


